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2019（令和元）年12月1日号（4）

令和２年１月 12日㈰

成 人 式　 開 催成 人 式　 開 催
参加地区の変更は令和２年１月10日㈮まで

詳細は
こちら

問（教）地域学習振興課☎９４８-６８１３・FAX９３４-１７４５

公民館地区 開催会場 開式時間 実行委員会 問い合わせ先
湯山、日浦
五明、伊台 ホテルメルパルク松山

１0：00
伊台公民館内 ９７７-0１３６

久米 久米中学校　体育館 久米公民館内 ９７６-８４３８
小野 小野公民館　２階　大会議室 １0：３0 小野公民館内 ９７５-８５１１
石井 石井小学校　体育館

１0：00
石井公民館内 ９５７-４１20

浮穴 浮穴公民館　２階　大会議室 浮穴公民館内 ９５７-１８４３
荏原、坂本 荏原公民館　２階　大ホール １１：00 荏原公民館内 ９６３-0９９３
八坂、東雲 市青少年センター １0：３0 東雲公民館内 ９４１-６６３0
素鵞 拓南中学校　体育館 １0：00 素鵞公民館内 ９３１-2７４５
道後 エスポワール愛媛文教会館　２階　大ホール   ９：５0 道後公民館内 ９2１-0４３0
番町 えひめ共済会館　４階　豊明 １１：00 番町公民館内 ９４５-0９５７
桑原 桑原中学校　体育館 １0：３0 桑原公民館内 ９４５-９７９６
新玉 中央・新玉公民館　４階　大ホール

１0：00

新玉公民館内 ９３１-５2９４
雄郡 雄新中学校　体育館 雄郡公民館内 ９３１-６５７１
清水 県男女共同参画センター　多目的ホール 清水公民館内 ９2４-７0７５
味酒 市総合福祉センター　大会議室 味酒公民館内 ９2４-９0５３
生石 生石公民館　１階　大会議室 生石公民館内 ９７１-2９７５

公民館地区 開催会場 開式時間 実行委員会 問い合わせ先
余土 余土小学校　体育館 １0：３0 余土公民館内 ９７１-６７５2
垣生 垣生小学校　東体育館

１0：00
垣生公民館内 ９７１-02６７

味生 味生公民館　３階　大会議室 味生公民館内 ９５2-５４0６
三津浜 市地域交流センター　２階　大会議室

１0：３0
三津浜公民館内 ９５１-0４４６

宮前 宮前小学校　体育館 宮前公民館内 ９５2-１0６８
高浜 松山観光港ターミナルビル　２階　研修室

１0：00
高浜公民館内 ９５2-５2３５

泊、由良 泊南分館 泊 公 民 館 内 ９６１-2９３３
中島 中島総合文化センター　多目的ホール   ９：３0 中島公民館内 ９９７-１１８１
和気 和気公民館　２階　大会議室

１0：00
和気公民館内 ９７８-３８0５

潮見 潮見公民館　２階　大会議室 潮見公民館内 ９2４-８６４３
堀江 堀江公民館　２階　大会議室 堀江公民館内 ９７９-３５９６
久枝 みどり小学校　体育館

１0：３0

久枝公民館内 ９2４-８６2８
浅海、立岩
難波、正岡
北条、河野
粟井

北条ふるさと館 北条公民館内 ９９３-１１１４

昨年度の様子（久米地区）

会場・時間下表のとおり
※案内状に記載の会場（現住所地区）に出席してください
対象平成１１年４月２日～平成１2年４月１日生まれで、令和元年１１月１日現在、
本市に住民登録がある人（市外に住民登録がある人も申し込むことで参加可能）
会場変更現住所地区以外の成人式に出席を希望する人は、申し込みが必要で
す（親族による代理申し込み可）
申込期間＝１2月１日㈰～令和２年１月１0日㈮
申込方法＝直接または郵送・ファクス・ｅメールで、申込書（市ホームページ
にあり）を〒７９0-000３三番町六丁目６-１（教）地域学習振興課（市役所第四別館
３階）メール

ehatachi＠city.matsuyama.ehime.jpへ
※直接の申し込みは、（教）地域学習振興課のほか、市民課（市役所本館１階）、公
民館、支所、出張所、市民サービスセンターでも受け付け可（各受け付け場所
の開所日時は異なります）。できるだけ早めの申し込みをお願いします

問市民税課☎９４８―６2９１・FAX９３４―１８02

令和２年度からの主な改正
住宅ローン控除の拡充

　消費税１0㌫が適用される住宅取得などについ
て、住宅ローン控除の控除期間が３年延長（改
正前：１0年間→改正後：１３年間）されます。
※令和元年１0月１日から令和２年１2月３１日ま
での間に居住の用に供した場合に適用されます

令和３年度からの主な改正
給与所得控除・公的年金等控除から

基礎控除への振替
　給与所得控除および公的年金等控除の控除額
を一律１0万円引き下げ、基礎控除の控除額を
１0万円引き上げます。

※給与所得と公的年金雑所得の両方がある人に
ついては、所得金額調整控除の対象となります

●給与所得控除の見直し
1給与所得控除額が一律１0万円引き下げられま
す。
2給与所得控除の上限額が適用される給与収入
の金額が８５0万円、その上限額が１９５万円にそ
れぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯な
どには負担が生じないよう、措置が講じられま
す（所得金額調整控除）。

●公的年金等控除の見直し
1公的年金等控除額が一律１0万円引き下げられ
ます。
2公的年金などの収入金額が１,000万円を超え
る場合の公的年金等控除額の上限が、１９５万
５,000円となります。
3公的年金などに係る雑所得以外の所得の合計
額が１,000万円を超え2,000万円以下である場
合は一律１0万円が、2,000万円を超える場合は
一律20万円が、それぞれ1および2の公的年金
等控除額から引き下げられます。

●基礎控除の見直し
1基礎控除額が一律１0万円引き上げられます。
2納税義務者の合計所得金額が2,４00万円を超
える場合は、その合計所得金額に応じて控除額
が逓

て い

減
げ ん

し、2,５00万円を超えると適用がなくな
ります。

●所得金額調整控除の創設
　下記に該当する場合は、給与所得から所得金
額調整控除額が控除されます。
1給与などの金額が８５0万円を超え、下記のア
～ウのいずれかに該当する場合
　ア．特別障害者に該当する
　イ．年齢2３歳未満の扶養親族を有する
　ウ． 特別障害者である同一生計配偶者もしく

は扶養親族を有する
所得金額調整控除額＝

（給与などの収入①－８５0万円）×１0㌫
①１,000万円を超える場合は１,000万円

2給与所得と公的年金雑所得の両方があり、そ
の合計金額が１0万円を超える場合
所得金額調整控除額＝

（給与所得②＋公的年金雑所得②）－１0万円
②１0万円を超える場合は１0万円

※見直しに伴い、扶養控除などの所得金額要件
や、個人市・県民税非課税限度額の引き上げな
ど所要の措置が講じられます

子どもの貧困に対応するための
個人市・県民税の非課税措置

　子どもの貧困に対応するため、事実婚状態で
ないことを確認したうえで支給される児童扶養
手当の支給を受けており、前年の合計所得金額
が１３５万円以下であるひとり親に対し、個人市・
県民税を非課税とする措置が講じられます。

令和２年度以降の市・県民税の主な改正

▲10万円

＋10万円

（×税率）

税 

額

給与所得
控除などから
基礎控除へ
振替

給与所得
控除

▲10万円

公的年金等
控除

基礎控除必要経費

給与

フリーランス、請負、
起業などによる収入

公的年金など
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